
沖縄県企業局建設コンサルタント業務監督要領

（目的）

第１条 この要領は、沖縄県企業局が委託契約した測量、建設コンサルタント業務

（土木建築に関する工事の設計又は工事に関する調査、企画、立案を行う業務をい

う。）、地質調査業務（地質又は土質について調査、計測、解析及び判定を行うこ

とにより、土木建築に関する工事の設計又は工事に関する調査、企画、立案を行う

業務をいう。）（以下「測量、建設コンサルタント業務及び地質調査業務を併せて

「委託業務」という。）の適正な履行を確保するため、沖縄県企業局会計規程（昭

和47年企業局管理規程第7号）第117条の規定に基づき、沖縄県財務規則（昭和47年

規則第12号。以下「財務規則」という｡）第112条及び第114条の規定に基づく監督の

実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

（適用の範囲）

第２条 この要領の対象となる委託業務は、次の業務とする。

(1) 土木設計業務等委託契約約款（現場技術業務委託は除く）により契約した委託

業務

（用語の定義）

第３条 この要領に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「監督」とは、契約図書（契約書、共通仕様書、特記仕様書、図面、現場説明

書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。）に基づき委託内容を把

握し、契約の適正な履行を確保するため、委託業務の過程において契約図書に定

められた事項の範囲内で、指示、承諾、協議等の職務を行うこと。

(2) 「調査職員等」とは、委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長から当

該業務の監督の執行を命ぜられた者をいい、総括調査員、主任調査員、調査員を

総称していう。

(3) 「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見し

た場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。

２ 前項に定めのない用語については、財務規則及び契約図書の定めるところによる。

（監督の体制）

第４条 委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長は、委託業務の契約締結後、

調査職員等を指定して必要な監督をさせなければならない。

２ 委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長は、監督業務を分類しそれぞれ



の業務を担当する調査職員等を置くものとする。

３ ２以上の分野を含む委託業務の監督を行う場合は、各分野に調査職員等を置くも

のとする。ただし、技術的条件を勘案し必要がないと認められるときは、１名の調

査職員等が２以上の分野の監督を担当することができるものとする。

（調査職員等の責務）

第５条 調査職員等は、当該業務に係る契約図書及び関係法令を熟知し、受注者の状

況、現場状況等及び業務の進捗の確認、契約図書の内容と履行内容との照合その他

契約の履行状況を充分把握し、次の各号に掲げる業務を委託業務を所掌する本庁の

課長及び出先機関の長の指揮監督に従って行うものとする。

(1) 契約の履行について、受注者に対する必要な指示、承諾、協議等の事務処理す

ること

(2) 業務作業中において契約図書に適合しないときは、修補を指示し、完全な成果

品とさせること。

（監督に関する書類の整備）

第６条 調査職員等は、次の各号に掲げる書類（受注者から提出された図書含む。）

を作成、整理又は審査して監督の経緯を明らかにするものとする。

(1) 契約の履行に関する協議事項（軽易なものを除く。）記載した書類

(2) 委託業務の実施状況を記載した図書

(3) 成果品及び成果品内訳書

(4) その他監督に関する図書

（調査職員等の業務）

第７条 総括調査員は、主任調査員及び調査員を指揮し、監督業務を総括しなければ

ならない。

２ 主任調査員は、調査員を指揮し、監督業務を適正に執行しなければならない。

３ 調査員は、総括調査員及び主任調査員の指揮の下に監督業務を適正に執行しなけ

ればならない。

（監督に関する留意事項）

第８条 調査職員等は、次の各号に掲げる事項に留意して監督を行わなければならな

い。

(1) 調査職員等は、契約図書に定められた範囲内において関係規定に基づき監督を

行わなければならない。

(2) 調査職員等は、常に良識をもって厳正に監督業務を遂行するようにしなければ



ならない。

(3) 調査職員等は、受注者と連絡を密にし、委託業務の進捗状況の把握に努め受注

者に対して業務委託の意図を正しく伝え、当該業務が完全に履行されるように

しなければならない。

(4) 調査職員等は、関係機関及び地元関係者等との協調を図り、当該業務が円滑に

行われるように努めなければならない。

（調査職員等の任命）

第９条 委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長は、委託業務の内容、規模、

態様等を考慮し、業務の委託契約ごとに原則として次の表に掲げる調査職員等を置

くものとする。ただし、これによりがたい場合は監督業務を適正に執行することが

できると認められる者を当該業務の調査職員等に任命することができる。なお、次

の表においてカッコ書きの職名のものは、調査職員等を確保出来ない場合において

のみ任命することができる。

総括調査員 主任調査員 調 査 員

本 班 長 （主 幹） （主任技師）

主 幹 主任技師 （主 査）

職 庁 主 査 主 任

技 師

名 事 課 長 （主 幹） 主 事

務 班 長 主任技師

所 主 幹 主 査

２ 調査職員等が長期出張又は病気その他の理由により一時的に不在となる場合にお

ける当該調査職員等の業務は、委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長が

指定した者が代理する。

（調査職員等の兼務）

第10条 前条の規定にかかわらずやむを得ないと認めるときは、同じ職員が総括調査

員と主任調査員又は主任調査員と調査員を兼務できるものとする。

（監督業務の執行）

第11条 調査職員等は、監督業務の執行に当たっての指示、承諾、協議等は原則とし

て、書面により行わなければならない。



（委託業務の説明及び指示）

第12条 調査職員等は、受注者に対し委託業務の着手前に設計図書に基づき当該委託

業務の意図及び内容を正確に説明し、委託業務が所期の目的に従って履行されるよ

う必要な指示を行わなければならない。また、委託業務の履行中における紛争の防

止、労働及び公衆災害の防止等についても必要な指示を行わなければならない。

（委託業務の促進）

第13条 調査職員等は、常に委託業務の進捗状況に留意し遅延するおそれがあると認

められるときは、受注者と協議するとともに内容を委託業務を所掌する本庁の課長

及び出先機関の長に報告しなければならない。

２ 調査職員等は、天災その他やむを得ない理由によって進捗が妨げられたときは速

やかに委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長に報告しなければならない。

（委託業務の変更及び中止）

第14条 調査直員等は、委託業務の内容を変更する必要があると認められた場合は、

速やかに理由を付して委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長に報告しそ

の指示を受けて所定の手続きを行い、委託業務の内容の変更を受注者に指示しなけ

ればならない。

２ 調査職員等は、委託業務を一時中止する必要があると認められた場合は、速やか

に理由を付して委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長に報告しその指示

を受けなければならない。

（臨機の措置）

第15条 調査職員等は、災害の防止その他委託業務の履行上受注者に臨機の措置をと

らせる必要があると認められたときは、応急の処置をさせその結果を委託業務を所

掌する本庁の課長及び出先機関の長に報告しなければならない。

（事故等に関する措置）

第16条 調査職員等は、受注者から事故等の発生報告があった場合は、事故報告書を

作成し委託業務を所掌する本庁の課長及び出先機関の長に報告するとともに所定の

手続きを行わなければならない。

（法令の遵守）

第17条 調査職員等は、諸法令を遵守しこれに違反することのないよう受注者を指導

しなければならない。また、関係官公庁及び関係機関への所定の手続がなされてい



るか確認しなければならない。

（その他）

第18条 本要領は一般的、共通事項を示したものであるのでこれにより難い場合は別

に定める要領によることができる。

付 則

この要領は、平成２３年６月１日より施行する。

付 則

この要領は、平成２５年４月１日より施行する。


